
登録番号

※登録番号は申請時記入の必要なし

ふりがな

氏　名

電話番号

メールアドレス

ふりがな

氏　名

電話番号

メールアドレス

第１週

第２週

第３週

第４週

土曜日 午後 日曜日 午後

日曜日 午後

日曜日　午前

日曜日　午前

日曜日　午前

利用希望施設
※該当番号に〇印を付けてください

１　運動場　　　　２　体育館　　　　３　第２体育館（格技棟）　　　　４　テニスコート

　利用希望
※8つまで〇印を
　付けてください。

※第５週は、利
　用調整会議に
　おいて利用の
　調整を図りま
　す。

日曜日　午前 日曜日 午後

日曜日 午後

登録団体人数 １６人（うち、市内中学生　７人）

活動形態 地域移行部活動として活動　（　　　する　　・　　しない　　・　　未定　　　）

利用期間 令和８年４月１日～令和９年３月３１日

登録団体人数の内訳 在住・在勤　　　　１０人 市外　　　　　　６人

活動種目 バスケットボール

土曜日 午前 土曜日 午後

土曜日 午前 土曜日 午後

土曜日 午前 土曜日 午後

土曜日 午前

住　所
〒４４６－００６１

安城市新田町新定山４１－８

（　０５６６　）　７５　ー　３５３５ 携帯電話 ０９０－○○○○－■■■■

○○○○＠anjo.aichi.jp

    連絡者

※代表者が兼ね
　 る場合は記入
   不要

あんじょう　はなこ

安城　花子

住　所
〒×××－××××

岡崎市××町××××　○○マンション１０１

（０５６４）　××　ー　×××× 携帯電話 ０８０－■■■■－○○○○

■■■■@anjo.aichi.jp

様式第４（第５条関係）

学校施設開放優先利用団体登録申請書

（　新規　・　更新　・　変更　・　廃止　　）

令和８年○月○日

〒４４６-００６１

住所　安城市新田町新定山４１－８

電話番号（０５６６）　７５　ー　３５３５

ふりがな あんじょうすぽーつくらぶ 登録希望学校

（申請者）
氏名　安城　太郎

団　体　名 安城スポーツクラブ 　安城○　中学校

    代表者

あんじょう　いちたろう

安城　市太郎

記載例

・申請者を記入してください。

・代表者や連絡者以外でも申請可能

です。



営利を目的とした活動ではないことの確認

（会費等を徴収している場合のみ以下の項目に記入してください。）

 団体の収入　（　有　・　無　）
※有の場合は主な収入について、該当項目に☑を入れ、金額
　 及び必要事項を記入してください。

年会費　　　　　 　　　 円/１人当たり
利用ごとに参加費を徴収
　　  　　　　　　　円/１人当たり

月会費　３，０００　円/１人当たり その他※具体的に記入してください

入会費　　　　　　　　　円/１人当たり
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 指導者（講師、コーチ等を含む。） への謝礼（　有　・　無　）
※有の場合は指導者ごとに金額を記入してください。指導者は会員として会員名簿に加えてください。

講　師　５，０００　 円/回・月 (　　　 　　　)      　　　  　 　　    円/回・月

コーチ　３，０００　 円/回・月 (　　　　 　　)      　　　　　　       円/回・月

確認事項
利用団体の登録をするためには、次の項目について同意する必要があります。
同意する場合は、各項目に☑をした上で、確認日及び団体代表者名を記入してください。

教育委員会及び学校の指示に従い、生徒の模範となる行動に努め、節度ある態度で使用します。

利用者の心身の健康管理、適切な運動量の確保及び事故防止に配慮のうえ、施設を使用します。

施設内や施設周辺で騒音をたてたり、大声で騒ぐ等の行為により、近隣住民に迷惑をかけることはしません。

施設内及び施設周辺での火気の取扱い（喫煙を含む。）はしません。

自動車で来校する際には、指定された場所以外に駐車をしません。また、施設周辺に駐車して近隣住民に迷惑をかけ
ることはしません。

施設利用の調整の際には、利用枠、活動時間等に公平性が欠くことのないよう調整します。また、施設利用の調整の
ため、団体名、登録団体人数及び活動種目を他団体に公開することに承諾します。

上記の内容を守れなかった場合や、申請や許可の内容が事実と相違していることが確認された場合は、使用停止及び団
体登録の取消しをされても不服を申し立てしません。

確認日：令和８年○月○日

団体代表者名：　安城　市太郎

「特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用」は行いません。

「特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用」は行いません。

次の「専ら営利を目的とする利用」には該当しません。

〇月謝等として参加者から徴収する額が、団体の活動に必要な経費相当額を超えている。

〇活動の主体が指導者であり、団体の運営を生業としている。

収支計画書や収支報告書の提出が求められた場合、速やかに提出します。

教育上及び管理上の支障等があるときは、利用を中止させる場合があることに承諾します。

利用する権利を他団体に譲渡し、又は転貸しません。

中学生が参加できる地域スポーツ団体として、「地域スポーツ団体　紹介用シート」を作成するとともに、市公式ウェブ
サイトで公開されることに同意します。


